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ほくでんガスプラン for au（家庭用セントラルヒーティング）〔ホッと上手〕 

 

1 契 約 種 別 

この需給契約要綱（以下「この契約要綱」といいます。）の契約種別は，ほくでんガスプ

ラン for au（家庭用セントラルヒーティング）〔ホッと上手〕といたします。 

 

2 対象となるお客さま 

ガス標準約款（以下「標準約款」といいます。）の適用を受け，次のいずれにも該当し，

かつ，当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。 

(1) お客さまが，この契約要綱により算定されたガス料金を KDDI株式会社（以下「KDDI」

といいます。）または沖縄セルラー電話株式会社が別に定めるほくでんガスプラン for 

au 立替払いサービス請求規約に係る契約にもとづき，KDDIに毎月継続してガス料金を

立て替えさせる方法（以下「KDDI立替払いサービス」といいます。）により支払われる

こと。 

(2) 専用住宅または併用住宅において，セントラルヒーティングシステムを使用し，その

同一の需要場所における使用量が 1個のガスメーターで計量されること。ただし，併用

住宅の場合は，ガスメーターの能力は 10立方メートル毎時以下といたします。 

 

3 定 義 

次の言葉は，この契約要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) セントラルヒーティングシステム 

温水式給湯暖房機，温水式暖房機と給湯器を組みあわせて使用するシステムまたは家

庭用空調機器をいいます。 

(2) 温水式給湯暖房機 

エネルギー源にガスを使用する消費機器のうち，温水を循環させて暖房するとともに，

給湯もできる方式の機器をいいます。 

(3) 温水式暖房機 

エネルギー源にガスを使用する消費機器のうち，温水を循環させて暖房する機器をい

います。 

(4) 給 湯 器 

エネルギー源にガスを使用する消費機器のうち，定格給湯能力が 16 号以上の給湯器

をいいます。 

(5) 家庭用空調機器 
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エネルギー源にガスを使用する空調用熱源機のうち，冷凍能力が 28.0キロワット（8.0

ＵＳＲＴ）以下のガスエンジンヒートポンプ方式の機器をいいます。 

(6) 専 用 住 宅 

居住の目的だけに建てられた住宅で，店舗，作業場または事務所等の業務に使用する

ために設備された部分がない住宅をいいます。 

(7) 併 用 住 宅 

店舗，作業場または事務所等の業務に使用するために設備された部分と居住の用に供

される部分とが結合している住宅をいいます。 

 

4 ほくでんガスプラン for au（家庭用セントラルヒーティング）〔ホッと上手〕の申込み 

お客さまがこの契約要綱の適用を希望される場合は，あらかじめ標準約款およびこの契

約要綱を遵守することを承諾のうえ，当社が必要とする事項を明らかにして，当社所定の

様式によって，auエネルギー＆ライフ株式会社を通じて申込みをしていただきます。 

 

5 ガ ス 料 金 

ガス料金は，基本料金および従量料金の合計といたします。ただし，従量料金は，別表

（原料費調整）1(1)によって算定された平均原料価格が 66,310 円を下回る場合は，別表

（原料費調整）1(4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし，別表（原料

費調整）1(1)によって算定された平均原料価格が 66,310円を上回る場合は，別表（原料費

調整）1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。 

(1) 料 金 表 Ａ 

使用量が，0立方メートルから 15立方メートルまでの場合に適用いたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

 

 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1月の使用量によって算定いたします。 

 

 

(2) 料 金 表 Ｂ 

使用量が，15立方メートルをこえ，30立方メートルまでの場合に適用いたします。 

イ 基 本 料 金 

1契約につき 2,695円 00銭 

 

1立方メートルにつき 124円 86銭 
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基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

 

 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1月の使用量によって算定いたします。 

 

 

(3) 料 金 表 Ｃ 

使用量が，30立方メートルをこえ，80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

 

 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1月の使用量によって算定いたします。 

 

 

(4) 料 金 表 Ｄ 

使用量が，80立方メートルをこえる場合に適用いたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

 

 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1月の使用量によって算定いたします。 

 

 

 

6 日 割 計 算 

(1) 当社は，標準約款 17（ガス料金の算定）(1)イ，ロまたはハの場合のガス料金は，(3)

によって算定された日割計算後基本料金および(4)によって算定された従量料金の合計

といたします。ただし，従量料金は，別表（原料費調整）1(1)によって算定された平均

原料価格が 66,310円を下回る場合は，別表（原料費調整）1(4)によって算定された原料

1契約につき 2,899円 60銭 

 

1立方メートルにつき 111円 22銭 

 

1契約につき 3,364円 90銭 

 

1立方メートルにつき 95円 71銭 

 

1契約につき 4,337円 30銭 

 

1立方メートルにつき 83円 55銭 
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費調整額を差し引いたものとし，別表（原料費調整）1(1)によって算定された平均原料

価格が 66,310円を上回る場合は，別表（原料費調整）1(4)によって算定された原料費調

整額を加えたものといたします。 

(2) (3)の日割計算後基本料金および(4)の従量料金の算定にあたっては，使用量がイによ

って算定された値までの場合は 5（ガス料金）(1)の料金表Ａを，使用量がイによって算

定された値をこえ，ロによって算定された値までの場合は 5（ガス料金）(2)の料金表Ｂ

を，使用量がロによって算定された値をこえ，ハによって算定された値までの場合は 5

（ガス料金）(3)の料金表Ｃを，使用量がハによって算定された値をこえる場合は 5（ガ

ス料金）(4)の料金表Ｄを，それぞれ適用いたします。 

ただし，標準約款 17（ガス料金の算定）(1)ハに該当する場合は，イ，ロおよびハの 

 

 

なお，イ，ロおよびハによって算定された値の単位は，1 立方メートルとし，その端

数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

 

 

 

 

 

 

(3) 日割計算後基本料金は，(2)により適用することとされた基本料金に以下の値を乗じ

てえた値といたします。 

 

 

ただし，標準約款 17（ガス料金の算定）(1)ハに該当する場合は， 

 

 

(4) 従量料金は，(2)により適用することとされた従量料金といたします。 

(5) (3)および(4)によりがたい場合は，これに準じて算定いたします。 

(6) 標準約款 17（ガス料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは，日割計算

対象日数には開始日を含み，消滅日を除きます。 

また，標準約款 17（ガス料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは，変

更後のガス料金は，変更のあった日から適用いたします。 

日割計算対象日数 
 は， 

日割計算対象日数 
 といたします。 

検針期間の日数 暦 日 数 

 

イ 15立方メートル × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

ロ 30立方メートル × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

ハ 80立方メートル × 
日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

日割計算対象日数 

検針期間の日数 

 

日割計算対象日数 
 は， 

日割計算対象日数 
 といたします。 

検針期間の日数 暦 日 数 
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(7) ガスの供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の(2)および(3)にいう検針期間

の日数は，次のとおりといたします。 

イ ガスの供給を開始した場合 

開始日を含む検針期間の日数といたします。 

ロ 需給契約が消滅した場合 

消滅日の前日を含む検針期間の日数といたします。 

(8) ガスの供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の(2)および(3)にいう暦日数は，

次のとおりといたします。 

イ ガスの供給を開始した場合 

開始日を含む検針期間の始期の属する月の日数といたします。 

ロ 需給契約が消滅した場合 

消滅日の前日を含む検針期間の始期の属する月の日数といたします。 

 

7 ガス料金の支払方法 

お客さまは，ガス料金については毎月，標準約款 19（ガス料金の支払義務および支払期

日）(2)，(3)および(4)，20（ガス料金その他の支払方法）ならびに 21（延滞利息）にかか

わらず，KDDI 立替払いサービスにより支払うものとし，ガス料金が KDDI により当社が指

定する金融機関等に払い込まれたときに，お客さまから当社に対する支払いがなされたも

のといたします。 

 

8 ガス料金の精算 

お客さまが 2（対象となるお客さま）(2)の条件を満たさずにガスを使用された場合，当

社は，条件を満たさなくなった時点までさかのぼって，当社が別に定めるほくでんガスプ

ラン for au（一般料金）にもとづきガス料金として算定される金額と既に申し受けたガス

料金との差額を申し受けることがあります。 

 

9 ほくでんガスプラン for au（家庭用セントラルヒーティング）〔ホッと上手〕の解約 

2（対象となるお客さま）(1)の条件を満たしていないことを当社が確認した場合は，こ

の契約要綱に定める需給契約を解約することがあります。この場合には，その旨をお客さ

まにお知らせいたします。 

 

10 そ の 他 

(1) 契約期間満了に先だって，原則としてこの契約要綱以外の他の契約種別に需給契約を
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変更することはできません。 

(2) この契約要綱から他の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては，

原則としてこの契約要綱を適用いたしません。 

(3) この契約要綱に定めのない事項については，標準約款によるものといたします。 
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附 則 

 

1 実 施 期 日 

この契約要綱は，令和 4年 11月 1日から実施いたします。 

 

2 原料費調整単価の適用開始時期 

別表（原料費調整）1(2)によって算定された原料費調整単価は，令和 5年 3月の検針日

以降に使用されるガスに適用するものとし，令和 5年 3月の検針日の前日までに使用され

るガスには，附則 3（原料費調整単価についての経過措置および特別措置）を適用いたし

ます。 

 

3 原料費調整単価についての経過措置および特別措置 

(1) 令和 4 年 11 月の検針日の前日までに使用されるガスに適用する原料費調整単価は，

次の算式によって算定された値といたします。 

なお，原料費調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，イによって算定する場合は

切り上げ，ロおよびハによって算定する場合は切り捨てます。 

イ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を下回る場合 

 

 

ロ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を上回り，かつ，106,090円以下の場合 

 

 

ハ 1トン当たりの平均原料価格が 106,090円を上回る場合 

平均原料価格は，106,090円といたします。 

 

 

(2) 令和 4 年 11 月の検針日から令和 5 年 3 月の検針日の前日までに使用されるガスに適

用する原料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，原料費調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，イによって算定する場合は

切り上げ，ロおよびハによって算定する場合は切り捨てます。 

イ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を下回る場合 

 

原 料 費 
＝（平均原料価格－66,310円）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 

 

原 料 費 
＝（66,310円－平均原料価格）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 

 

原 料 費 
＝（106,090円－66,310円）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 
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ロ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を上回り，かつ，106,090円以下の場合 

 

 

ハ 1トン当たりの平均原料価格が 106,090円を上回る場合 

平均原料価格は，原料費調整単価の算定上，106,090 円を上回る 1 トン当たりの平

均原料価格分に 50 パーセントを乗じてえた金額に 106,090 円を加えたものといたし

ます。 

なお，平均原料価格の単位は，10円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

 

(3) 別表（原料費調整）1(4)における「(2)によって算定された原料費調整単価」は，(1)

によって算定された原料費調整単価を適用する場合，「附則 3（原料費調整単価につい

ての経過措置および特別措置）(1)によって算定された原料費調整単価」に，(2)によっ

て算定された原料費調整単価を適用する場合，「附則 3（原料費調整単価についての経

過措置および特別措置）(2)によって算定された原料費調整単価」に読み替えるものとい

たします。 

  

原 料 費 
＝（平均原料価格－66,310円）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 

 

原 料 費 
＝（66,310円－平均原料価格）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 

 

原 料 費 
＝（平均原料価格－66,310円）× 

別表（原料費調整）2 の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 
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別  表（原料費調整） 

 

1 原料費調整額の算定 

(1) 平均原料価格 

1トン当たりの平均原料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき，

次の算式によって算定された値といたします。 

なお，平均原料価格は，10円単位とし，10円未満の端数は，1円の位で四捨五入いた

します。 

平均原料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β 

Ａ ＝ 各平均原料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｂ ＝ 各平均原料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化石油ガス価格 

α ＝ 0.9503 

β ＝ 0.0546 

なお，各平均原料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1トン当たりの平均液化石油ガス価格の単位は，10円とし，10円未満の端数は，1円の

位で四捨五入いたします。 

(2) 原料費調整単価 

原料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，原料費調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，イによって算定する場合は

切り上げ，ロによって算定する場合は切り捨てます。 

イ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を下回る場合 

 

 

ロ 1トン当たりの平均原料価格が 66,310円を上回る場合 

 

 

(3) 原料費調整単価の適用 

各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は，その

平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用されるガスに適用い

たします。 

なお，各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は，次のとおりと

いたします。 

原 料 費 
＝（平均原料価格－66,310円）× 

2の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 

 

原 料 費 
＝（66,310円－平均原料価格）× 

2の基準単価 
×（1＋消費税率） 

調整単価 100 
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(4) 原料費調整額 

原料費調整額は，その 1 月の使用量に(2)によって算定された原料費調整単価を適用

して算定いたします。 

 

2 基 準 単 価 

基準単価は，平均原料価格が 100円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。 

平均原料価格算定期間 原料費調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間 その年の 5月の検針日から 6月の検針日の

前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30日までの期間 その年の 6月の検針日から 7月の検針日の

前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31日までの期間 その年の 7月の検針日から 8月の検針日の

前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30日までの期間 その年の 8月の検針日から 9月の検針日の

前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31日までの期間 その年の 10月の検針日から 11月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間 その年の 11月の検針日から 12月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日までの

期間 

翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2

月 29日までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前

日までの期間 

 



－ 11 － 

 

 

 

1立方メートルにつき 8銭 4厘 

 


